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３月定例会・予算決算委員会を終えて 

内藤さとしのプロフィール 

議員経歴 地域活動経歴 

・(H15.4)奈良市議会議員   初当選  
・(H21.7)奈良市議会議員  ２期目当選職歴 
・(H21年度)建設委員長 
・(H23～24)議会運営委員長 
      議会制度検討特別委員 

・(H19.4～) 神殿町第二自治会 会長 
・(H19.4～) 明治地区社会福祉 協議会評議委員 
・(H19.10～) 明治地区 安全推進委員 

 ３議決を無事終了致しました。その内容の一端
に触れ、報告に代えさせて頂きます。 
 
１．平成２５年度予算について 
 新年度予算編成において当初３５億円の収支
不足が生じた中で、その財源不足対策として、下
水道使用料の改定など市民にご負担をかける部
分、JR奈良駅西側旧ホテル建設用地ほか奈良市
の所有する10ヶ所の土地の売却に9億8000万円、
固定資産税の滞納債権徴収率を昨年実績の2倍
に上げるなど、決して安定した歳入とは言えない
状況となっています。 
 一方で歳出においても生活保護費の増加や土
地開発公社解散によるその借金（三セク債）返済
などが膨らんでいく歳出に対し、歳出削減対策と
して、人件費の削減をはじめ各負担金・補助金、
事業費の見直しなどによって歳出を抑制しようと
するものです。 
 こういった収支不足の中、新規事業として、71事
業を盛り込まれており、19億円が計上されたことも
今回、予算審議の中で大変議論されたところであ
ります。 
 結果、予算審議最終日に市長より一部事業に
ついては、歳入見込みがつくまで執行を「留保す
る」といった答弁がなされ、かつて奈良市では経
験しないものであり一時議会が紛糾する事態にな
りましたが、一部予算を議会として修正した案に
よって過半数で可決されることとなりました。 

 何れにしても今般の奈良市の財政においては、
本年度だけではなく、次年度以降も数10億円単
位での収支不足が続いていくことを考えれば、ま
ずは財政再建をし、安定した財政の中で市民の
安心・安全、暮らしを守ることが先決ではないかと
考えます。 
 また、クリーンセンターの建て替え、火葬場の移
転問題は、市民生活に直結する問題であり、早期
の解決を図らなければならないと考えます。私た
ち議員はこれらの課題に対し市民と共に解決して
いくため努めていかなければなりません。 
 
２．環境部における静脈認証導入について 
 テレビ新聞等で全国的な話題となった環境部へ
の出退勤管理について、静脈認証システムを導
入しようとしたものです。環境部における一部中
抜けや出退勤カードの代打ち等の職務規律違反
に対しての対応策として唐突に記者会見で発表
されました。職員全体に係わる事案を組織的な手
続きもせず(裏面へ続く⇒) 



検索 ＨＰ： より充実した内容を掲載していきます。 
皆さんのご意見をお待ちしています。 

法的にクリアーしなければならない課題や組合と
の交渉を踏まえたうえで導入すべきであり、市長
は「度重なる不祥事に対し市民の信頼回復のた
め」との説明されていましたが、この４月からゴミ
収集体制も大幅に変わることから、現場での管
理者による管理体制と 
市民サービスの向上こそが 
信頼回復につながるものだ 
との考えを提案しました。 
今回は、議員による減額 
修正案を提出し可決した 
ところです。 

【議会基本条例・奈良市議会政治倫理条例の議
会条例案可決】 
１．議会基本条例とは。 
 地方分権や地域主権といったように地方に権
限が移譲されている今日、地方議会の役割もま
すます重要となり、行政への監視機能や議会か
ら政策提案できる機能の強化などが必要となっ
ています。 
 Ｈ22.9から２年間をかけ、これまでの議会制度
全般について議会制度検討 (右上へ続く⇗) 

特別委員会を設置し、制度改革をしてきまし
た。私もその一員として特に議会運営を中心
に幾つか先行市の視察を参考にして奈良市
議会独自の制度設計を行ってきました。そし
てこれらを一つにまとめたものとして議会基
本条例として提案したものです。 
 
２．議員政治倫理条例とは。 
 Ｈ２２年の議長選挙時に発生した「議長選
挙汚職事件」から端を発し、これまでの条例
を全部改正をすることにしました。大きくは奈
良市が補助金を拠出している団体の役員に
はならないこと。議員が関連している会社に
対し、奈良市の公共工事、取引業者しては
辞退すること。等を取り入れたものであります。
また、審査会への請求を市民一人から行える
ことも大きな改正点となりました。 
  
以上２議案は、議員自らの基本姿勢や倫理
を定める条例だけに全会一致での可決が望
まれましたが、いずれも一部反対する議員
により、賛成多数での採決でした。 

３月の活動報告 

 1日-ＪＲ奈良駅前街宣活動 
 2日-明治地区防災訓練参加 
   ・自治会役員会 
   ・連合奈良街宣活動 
 3日-民主党県連大会 
   ・1区定期大会  
 
 4日-支援労組「暮らしの相談会」 
 5日-３月定例会（代表質問） 
 6日-３月定例会（個人質問）・予算決算委員会 
 7日-３月定例会（個人質問） 
 8日-支援労組訪問・議会運営委員会 
 9日-自治会班長会議(総会議案審議) 
10日-支援者訪問活動 
11日-予算決算委員会(分科会)・常任委員会傍聴 
12日-予算決算委員会(分科会)・常任委員会出席 
13日-予算決算委員会(分科会)・常任委員会傍聴 
14日-明治幼稚園卒園式 
15日-都南中学校卒業式 

 

(明治地区防災訓練) 

16日-後援会活動・ＯＢ宅訪問活動 
17日-後援会活動・ＯＢ宅訪問活動 
18日-予算決算委員会(全体会議) 
19日-明治小学校卒業式 
20日-帰郷（先祖お墓参り） 
21日-議会事務局打合せ 
22日-議会運営委員会３月定例会（最終日） 
   ・明治地区自治連合会自治会長会議 
23日-自治会班長会議（総会読本打合せ） 
24日-ＯＢ宅訪問活動 
26日-特別委員会事務局打合せ 
27日-支援労組「暮らしの相談会」 
28日-自治会総会打合せ、隣接自治会相談対応 
30日-後援会活動・ＯＢ宅訪問活動 

31日-自治会総会 
   ・班長引継ぎ会 

（自治会総会） 


